
新大字施行に伴う住所等の変更手続き　詳細版 令和6年5月3日版

No 大項目 小項目
手続の
要否

手続の方法 必要書類 期限
地番修正も行う世
帯・会社への補足

問い合わせ先

1
市民税（特別徴
収・法人市民税
含む）

納税通知書・各
種証明・申告書
等

不要

2 国民健康保険税
納税通知書・各
種証明

不要

3 固定資産税
納税通知書・各
種証明

不要
住所変更の手続きは
必要ありません。

税務課固定資産税係
0894-21-0405

4 軽自動車税
納税通知書・各
種証明

不要
住所変更の手続きは
必要ありません。

税務課庶務・徴収係
0894-22-3116

5
住民票に登録さ
れていない者の
住所変更

不要
住所変更の手続きは
必要ありません。

税務課市民税係
0894-21-0404

6
障害者福祉サー
ビス

受給者証 不要

7 更生医療 受給者証 不要

8 育成医療 受給者証 不要

9 身体障害者手帳 不要

本人申請で住所およ
び本籍の変更の手続
きをすることもでき
ます。

手帳を身分証明に
使用される方は、
社会福祉課障害福
祉係にて住所表示
の変更をお申し出
ください。

10 療育手帳 不要

有期認定の方は更新
時に変更手続きを行
います。無期認定の
方は希望する場合は
随時変更手続きを行
います。

手帳を身分証明に
使用される方は、
社会福祉課障害福
祉係にて住所表示
の変更をお申し出
ください。

11
心身障害者扶養
共済制度

不要
1年ごとの更新時に
変更手続きを行いま
す。

12
特別児童扶養手
当

不要

13 障害児福祉手当 不要

14 特別障害者手当 不要

15
精神障害者保健
福祉手帳

不要
2年ごとの更新時に
変更手続きを行いま
す。

手帳を身分証明に
使用される方は、
社会福祉課障害福
祉係にて住所表示
の変更をお申し出
ください。

16

自立支援医療費
（精神通院医
療）支給認定申
請

不要

17
精神障害者通院
医療費公費負担
患者票

不要

18
児童手当・特例
給付

不要

19 児童扶養手当 不要

20 保育所入所関係 不要

21 幼稚園入園関係 不要

22
児童クラブ入所
関係

不要

23
病児・病後児保
育施設利用登録
者関係

不要

24 住民票 不要

25 印鑑登録 不要

子育て支援課
子育て支援係
0894-21-0402

　地番整理事業に伴う新大字の施行（小字の廃止）により、令和６年５月３日から、住所や本籍の表記
が変わります。変更後の住所については、住所変更証明書または所在証明書をご確認ください。
　これに伴う住所変更等につきましては、変更区域内（国土調査が完了した地区）にお住まいの住民の
みなさまや会社（事務所）の方に住所変更等の手続きをしていただく必要のあるものと、市役所等が住
所の書き換えを行うものがあります。これまでに調査した内容をお知らせしますので、ご自身の該当す
る項目をご確認ください。なお、詳細は問い合わせ先へお問い合わせください。

八幡浜市役所関係

税務課市民税係
0894-21-0404

社会福祉課
障害福祉係
0894-21-0401

子育て支援課
こども福祉係
0894-21-0402

子育て支援課
保育・幼稚園係
0894-21-0402

1年ごとの更新時に
変更手続きを行いま
す。

住所変更の手続きは
必要ありません。

住所変更の手続きは
必要ありません。

住所変更の手続きは
必要ありません。

1年ごとの更新時に
変更手続きを行いま
す。

住所変更の手続きは
必要ありません。

住所変更の手続きは
必要ありません。

住所変更の手続きは
必要ありません。

市民課市民係
0894-22-3112
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手続の
要否
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26 パスポート 不要

住所変更の手続きは
必要ありません。最
終ページに現住所欄
がある場合はご自分
で訂正してくださ
い。

27
マイナンバー
カード

必要
市民課へカードを持
参して、住所変更の
手続きが必要です。

マイナンバーカー
ド
※暗証番号の入力
が必要
※代理人の場合は
別途問合せ

お早めに手続きを
行ってください。

28
マイナンバー通
知カード

不要
住所変更の手続きは
必要ありません。

29
住民基本台帳
カード（写真付
き）

必要
市民課へカードを持
参して、住所変更の
手続きが必要です。

住民基本台帳カー
ド
※代理人の場合は
別途問合せ

30
在留カード
特別永住者証明
書

必要
市民課へカードを持
参して、住所変更の
手続きが必要です。

在留カード、
特別永住者証明書

31
戸籍簿・戸籍の
附票

不要

変更の手続きは必要
ありません。
ただし、転籍届によ
り本籍地の変更は可
能です。

市民課戸籍係
0894-22-3112

32 後期高齢者医療 被保険者証 不要

33 後期高齢者医療
限度額適用・標
準負担額減額認
定証

不要

34 後期高齢者医療
特定疾病療養受
療証

不要

住所変更の手続きは
必要ありません。変
更を希望する場合は
手続き可能です。

35 年金 住所変更届 不要

住所変更の手続きは
必要ありません。変
更を希望する場合は
手続き可能です。

市民課年金係
0894-22-3100

36 国民健康保険 被保険者証 不要

37 国民健康保険

限度額適用認定
証
限度額適用・標
準負担額減額認
定証

不要

38
医療費助成受給
者証

重度心身障害者
医療費受給者証

不要

39
医療費助成受給
者証

ひとり親家庭医
療費受給者証

不要

40
医療費助成受給
者証

子ども医療費受
給者証

不要

住所変更の手続きは
必要ありません。変
更後の受給者証を各
世帯に送付します。

41 犬の登録 不要
住所変更の手続きは
必要ありません。

生活環境課
環境衛生係
0894-22-3115

市民課高齢者医療係
0894-21-0400

住所変更の手続きは
必要ありません。有
効期限内はそのまま
使用可能です。次回
更新時（7月1日）に
は変更後の住所で交
付します。

住民変更の手続きは
必要ありません。有
効期限内はそのまま
使用可能です。次回
更新時（8月1日）に
変更後の住所を記載
して各世帯に送付し
ます。

お早めに手続きを
行ってください。

住所変更の手続きは
必要ありません。有
効期限内はそのまま
使用可能です。次回
更新時（8月1日）に
変更後の住所を記載
して各世帯に送付し
ます。

市民課市民係
0894-22-3112

市民課国保係
0894-22-3133
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42
一般廃棄物収集
運搬業許可証

不要

43
一般廃棄物処分
業許可証

不要

44 母子健康手帳 不要

45
妊婦一般健康診
査受診票

不要

46
乳児一般健康診
査受診票

不要

47 介護保険
介護保険被保険
者証

不要
【認定無し】認定を
受ける際に回収しま
す。

48 介護保険
介護保険被保険
者証

不要

【認定有り】３ヶ月
～４８ヶ月ごとの更
新時に変更手続きを
行います。

49 介護保険
介護保険負担割
合証

不要
１年ごとの更新時に
変更手続きを行いま
す。

50 介護保険
介護保険資格者
証（介護保険暫
定被保険者証）

不要
認定手続き中の被保
険者証の代わりで
す。

51 介護保険
介護保険受給資
格証明書

不要

転出時、転出先で当
市の要介護度を引き
継ぐために必要で
す。

52 介護保険
介護保険利用者
負担額減額・免
除認定証

不要

53 介護保険

介護保険利用者
負担額減額・免
除等認定証（特
別養護老人ホー
ムの要介護旧措
置入所者に関す
る認定証）

不要

54 介護保険
介護保険負担限
度額認定証

不要

55 介護保険

介護保険特定負
担限度額認定証
（特別養護老人
ホームの要介護
旧措置入所者に
関する認定証）

不要

56 介護保険

社会福祉法人等
利用者負担軽減
確認証（社会福
祉法人等による
利用者負担の軽
減制度）

不要

57
介護保険被保険
者証

事業対象者(総合
事業)

不要

58
介護保健負担割
合証

事業対象者(総合
事業)

不要

59 船員手帳 必要
水産港湾課に持参し
て本籍変更の手続き
が必要です。

船員手帳
変更後速やかに手
続きを行ってくだ
さい。

水産港湾課管理係
0894-22-5989

60 公園占用許可証 不要

61
屋外広告物許可
証

不要

62 道路占用許可証 不要

63
準用河川占用許
可証

不要

64
公共物使用許可
証

不要

65
農業者年金を受
給されている方

不要
住所変更の手続きは
必要ありません。

農業委員会
0894-22-5992

66
市営駐車場使用
者納付書送付先
住所

不要
住所変更の手続きは
必要ありません。

商工観光課
商工観光係
0894-22-3101

67
上水道使用者住
所・送付先住所

不要
住所変更の手続きは
必要ありません。

水道課業務係
0894-22-0376

68
指定給水装置工
事事業者

指定給水装置工
事事業者証

不要
住所変更の手続きは
必要ありません。

水道課庶務係
0894-36-0621

生活環境課
ごみ減量対策係
0894-22-3115

保健センター
母子保健係
0894-24-6626

住所変更の手続きは
必要ありません。

保健センター
介護認定係
0894-24-6628

保健センター
地域包括支援センター
0894-24-6626

建設課管理係
0894-36-1116

住所変更の手続きは
必要ありません。

住所変更の手続きは
必要ありません。

住所変更の手続きは
必要ありません。

申請時（８月以降）
から翌年７月末まで
の有効期限です。毎
年度申請が必要で
す。
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69
下水道使用者住
所・送付先住所

不要

70
下水道排水設備
指定工事店

指定工事店・責
任技術者の登録

不要

71
下水道排水設備
指定工事店

指定工事店証 不要

72
下水道排水設備
指定工事店

責任技術者証 不要

73
八幡浜市立図書
館
利用者カード

不要
住所変更の手続きは
必要ありません。

八幡浜図書館
0894-22-0917
保内図書館
0894-36-3050

74 債権者登録事項 不要
住所変更の手続きは
必要ありません。

会計課
0894-22-3114

No 大項目 小項目
手続の
要否

手続の方法 必要書類 期限
地番修正も行う世
帯・会社への補足

問い合わせ先

75 液化石油ガス 販売事業登録 必要
通常の変更届を行っ
てください。

変更後遅滞なく届
出を行ってくださ
い。

76 液化石油ガス 保安機関認定 必要
通常の変更届を行っ
てください。

変更後遅滞なく届
出を行ってくださ
い。

77 液化石油ガス
保安業務規程認
可

必要
通常の変更届を行っ
てください。

住所等の変更前に
届出を行ってくだ
さい。

78 液化石油ガス 充てん設備許可 必要
変更届出書を行って
ください。

変更後遅滞なく届
出を行ってくださ
い。

79 液化石油ガス 設備士免状 必要

通常の変更届を行っ
てください。
なお、申請先は、免
状関係事務の委託先
である高圧ガス保安
協会になります。

変更後遅滞なく届
出を行ってくださ
い。

80
特定液化石油ガ
ス設備工事事業
届出

必要
通常の変更届を行っ
てください。

変更後遅滞なく届
出を行ってくださ
い。

81
電気工事業の登
録

必要
通常の変更届を行っ
てください。

変更後遅滞なく届
出を行ってくださ
い。

82
火薬類販売・製
造業者

販売所 必要
通常の変更届を行っ
てください。

変更後遅滞なく届
出を行ってくださ
い。

83
火薬類販売・製
造業者

庫外貯蔵庫 必要

変更届（任意様式）
を行ってください。
なお、八幡浜市が発
行している所在証明
書又は住所変更証明
書を添付してくださ
い。

84
火薬類販売・製
造業者

火薬庫 必要
通常の変更届を行っ
てください。

変更後遅滞なく届
出を行ってくださ
い。

85
火薬類販売・製
造業者

製造所 必要
通常の変更届を行っ
てください。

変更後遅滞なく届
出を行ってくださ
い。

86
武器等販売・製
造業者

製造所・販売所 必要

変更届（任意様式）
を行ってください。
なお、八幡浜市が発
行している所在証明
書又は住所変更証明
書を添付してくださ
い。

南予地方局
総務県民課
防災対策室
0895-28-6103

八幡浜支局
総務県民室
防災対策係
0894-24-5288

南予地方局（八幡浜支局含む）関係

住所変更の手続きは
必要ありません。

住所変更の手続きは
必要ありません。変
更後の証票を事業者
に送付します。

下水道課業務係
0894-36-0574
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87
火薬類取扱保安
責任者免状交付

甲種・乙種 不要
変更手続は不要で
す。

88
電気工事士免状
交付

第一種 不要
変更手続は不要で
す。

89
電気工事士免状
交付

第二種 不要
変更手続は不要で
す。

90
危険物取扱者免
状交付

不要
次回更新時に書き換
え手続きを行ってく
ださい。

（一財）消防試験研究
センター愛媛県支部
089-932-8808

91
消費生活協同組
合の定款

定款変更手続き 必要

消費生活協同組合の
総会の議決後、定款
変更の認可申請を
行ってください。

認可申請書、議事
録、定款の新旧対
照表等

住所変更後、すみ
やかに手続きを
行ってください。

南予地方局
総務県民課
0895-28-6102

92
医療法人定款
（寄付行為）

必要

定款に定められた変
更に関する手続き
（社員総会などの議
決）を経て、八幡浜
保健所に定款変更認
可申請書を提出して
ください。

１　医療法人定款
変更認可申請書
２　定款変更の内
容
３　定款新旧対照
表
４　定款に定めら
れた変更に関する
手続きを生じた書
類
５　新定款
６　旧定款

法務局への登記事
項である「資産総
額の変更等」の登
記手続きする前ま
でに定款変更の手
続きを行ってくだ
さい。

93
毒物劇物販売業
登録

不要

登録票の住所は地番
変更前のままでも問
題ありません。
ただし、登録票を新
住所に変更を希望さ
れる場合は、通常の
変更届出を行ってく
ださい。

94 麻薬取扱者免許

95 大麻取扱者免許

96
覚醒剤（原料）
取扱者指定

不要

指定証の住所は地番
変更前のままでも問
題ありません。
ただし、指定証を新
住所に変更を希望さ
れる場合は、通常の
変更届出を行ってく
ださい。

97 薬局開設許可

98
医薬品販売業許
可

99
医薬品製造販売
業（薬局）許可

100
医薬品製造業
（薬局）許可

101
高度管理医療機
器販売許可

102

配置従事者（医
薬品の配置販売
業者又はその配
置員）身分証明
書

不要

身分証明書の住所は
地番変更前のままで
も問題ありません。
ただし、身分証明書
を新住所に変更を希
望される場合は、通
常の書換届出を行っ
てください。

不要

八幡浜保健所
企画課医療対策係
0894-22-4111（内線
279）

県庁
消防防災安全課
保安係
089-912-2320

免許証の住所は地番
変更前のままでも問
題ありません。
ただし、免許証を新
住所に変更を希望さ
れる場合は、通常の
変更届出を行ってく
ださい。

不要

許可証の住所は地番
変更前のままでも問
題ありません。
ただし、許可証を新
住所に変更を希望さ
れる場合は、通常の
変更届出を行ってく
ださい。
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手続の
要否

手続の方法 必要書類 期限
地番修正も行う世
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103 温泉利用許可 不要

許可証の住所は地番
変更前のままでも問
題ありません。
ただし、許可証を新
住所に変更を希望さ
れる場合は、通常の
変更届出を行ってく
ださい。

104 被爆者健康手帳 不要

手帳の住所は地番変
更前のままでも問題
ありません。
ただし、手帳を新住
所に変更を希望され
る場合は、通常の変
更届出を行ってくだ
さい。

105
特定医療費（指
定難病）受給者
証

不要

受給者証の住所は変
更前のままでも問題
ありません。ただ
し、受給者証を新住
所に変更を希望され
る場合には、通常の
変更届を行ってくだ
さい。

106
小児慢性特定疾
病医療受給者証

不要

受給者証の住所は変
更前のままでも問題
ありません。ただ
し、受給者証を新住
所に変更を希望され
る場合には、通常の
変更届を行ってくだ
さい。

107
特定給食施設の
届出

不要

特定給食施設の届出
を提出している設置
者が対象。
住所表記変更後の手
続きは不要。

八幡浜保健所
健康増進課
健康づくり推進係
0894-22-4111
（内線283・284）

108
感染症指定医療
機関指定書

必要

「感染症指定医療機
関（結核指定医療機
関）変更届」「感染
症指定医療機関指定
書」を提出して変更
手続きを行ってくだ
さい。

感染症指定医療機
関（結核指定医療
機関）変更届
感染症指定医療機
関指定書

変更が生じた日か
ら10日以内

109
肝炎治療受給者
証

不要

受給者証の住所は変
更前のままでも問題
ありません。ただ
し、受給者証を新住
所に変更を希望され
る場合には、通常の
変更届を行ってくだ
さい。

110 理容所の開設 不要

開設届を提出して理
容所を経営している
方が対象。
住所表記変更後の手
続きは不要。
ただし、届け出た住
所を新住所に変更し
たい場合はご相談く
ださい。

111 美容所の開設 不要

開設届を提出して美
容所を経営している
方が対象。
住所表記変更後の手
続きは不要。
ただし、届け出た住
所を新住所に変更し
たい場合はご相談く
ださい。

112
クリーニング所
の開設

不要

開設届を提出してク
リーニング所を経営
している方が対象。
住所表記変更後の手
続きは不要。
ただし、届け出た住
所を新住所に変更し
たい場合はご相談く
ださい。

113
興行場営業の許
可

不要

許可を受けて興行場
を経営している方が
対象。
住所表記変更後の手
続きは不要。
ただし、許可証に記
載されている住所を
新住所に変更したい
場合はご相談くださ
い。

八幡浜保健所
健康増進課
難病母子保健係
0894-22-4111（内線
285・286）

八幡浜保健所
企画課医療対策係
0894-22-4111（内線
279）

八幡浜保健所
生活衛生課
0894-22-4111

八幡浜保健所
健康増進課
感染症対策係
0894-22-4111
（内線313・314）
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手続の
要否

手続の方法 必要書類 期限
地番修正も行う世
帯・会社への補足

問い合わせ先

114 旅館業の許可

ホテル営業
旅館営業
簡易宿所営業
下宿営業

不要

許可を受けて旅館業
を経営している方が
対象。
住所表記変更後の手
続きは不要。
ただし、許可証に記
載されている住所を
新住所に変更したい
場合はご相談くださ
い。

115 浴場業の許可 不要

許可を受けて公衆浴
場を経営している方
が対象。
住所表記変更後の手
続きは不要。
ただし、許可証に記
載されている住所を
新住所に変更したい
場合はご相談くださ
い。

116
特定建築物の使
用

不要

特定建築物の届出を
提出している所有者
又は管理権限者が対
象。
住所表記変更後の手
続きは不要。
ただし、届け出た住
所を新住所に変更し
たい場合はご相談く
ださい。

117
建築物清掃業の
登録

不要

事業の登録をしてい
る方が対象。
住所表記変更後の手
続きは不要。
ただし、登録証に記
載されている住所を
新住所に変更したい
場合はご相談くださ
い。

118
建築物空気環境
測定業の登録

不要

事業の登録をしてい
る方が対象。
住所表記変更後の手
続きは不要。
ただし、登録証に記
載されている住所を
新住所に変更したい
場合はご相談くださ
い。

119
建築物空気調和
用ダクト清掃業
の登録

不要

事業の登録をしてい
る方が対象。
住所表記変更後の手
続きは不要。
ただし、登録証に記
載されている住所を
新住所に変更したい
場合はご相談くださ
い。

120
建築物飲料水水
質検査業の登録

不要

事業の登録をしてい
る方が対象。
住所表記変更後の手
続きは不要。
ただし、登録証に記
載されている住所を
新住所に変更したい
場合はご相談くださ
い。

121
建築物飲料水貯
水槽清掃業の登
録

不要

事業の登録をしてい
る方が対象。
住所表記変更後の手
続きは不要。
ただし、登録証に記
載されている住所を
新住所に変更したい
場合はご相談くださ
い。

122
建築物排水管清
掃業の登録

不要

事業の登録をしてい
る方が対象。
住所表記変更後の手
続きは不要。
ただし、登録証に記
載されている住所を
新住所に変更したい
場合はご相談くださ
い。

123
建築物ネズミ昆
虫防除業の登録

不要

事業の登録をしてい
る方が対象。
住所表記変更後の手
続きは不要。
ただし、登録証に記
載されている住所を
新住所に変更したい
場合はご相談くださ
い。

八幡浜保健所
生活衛生課
0894-22-4111
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手続の
要否
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地番修正も行う世
帯・会社への補足
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124
建築物環境衛生
管理業の登録

不要

事業の登録をしてい
る方が対象。
住所表記変更後の手
続きは不要。
ただし、登録証に記
載されている住所を
新住所に変更したい
場合はご相談くださ
い。

125
ふぐ取扱所の届
出

不要

ふぐ取扱所の届出を
している方が対象。
住所表記変更後の手
続きは不要。
ただし、届出済証に
記載されている住所
を新住所に変更した
い場合はご相談くだ
さい。

126
食鳥処理の事業
の許可

認定小規模食鳥
処理業者

不要

許可を受けて食鳥処
理場を経営している
方が対象。
住所表記変更後の手
続きは不要。
ただし、許可証に記
載されている住所を
新住所に変更したい
場合はご相談くださ
い。

127
化製場等の設置
の許可

化製場
死亡獣畜取扱所
準用施設（魚介
類等を原料とす
る肥料・飼料製
造所等）

不要

許可を受けて化製場
等を経営している方
が対象。
住所表記変更後の手
続きは不要。
ただし、許可証に記
載されている住所を
新住所に変更したい
場合はご相談くださ
い。

128
食品関係営業の
許可

不要

許可を受けて飲食
店、その他食品に関
係する事業を経営し
ている方が対象。
住所表記変更後の手
続きは不要。
ただし、許可証に記
載されている住所を
新住所に変更したい
場合はご相談くださ
い。

129
産業廃棄物処理
業の許可

130
産業廃棄物処理
施設の設置許可

131
一般廃棄物処理
施設の設置許可

132
廃棄物再生事業
者登録

133
産業廃棄物再生
利用業者の指定

134
愛媛県土砂条例
に係る特定事業
許可

不要

許可証の住所は、変
更前のままでも問題
ありません。ただ
し、新住所の許可証
に変更を希望される
場合には、通常の変
更手続きを行ってく
ださい。

135

自動車リサイク
ル法に係る引取
業者又はフロン
類回収業者の登
録

不要

登録の住所は、変更
前のままでも問題あ
りません。ただし、
新住所の登録に変更
を希望される場合に
は、通常の変更手続
きを行ってくださ
い。

不要

許可証の住所は、変
更前のままでも問題
ありません。ただ
し、新住所の許可証
に変更を希望される
場合には、通常の変
更手続きを行ってく
ださい。

不要

登録証明書（指定
書）の住所は、変更
前のままでも問題あ
りません。ただし、
新住所の登録証明書
（指定書）に変更を
希望される場合に
は、通常の変更手続
きを行ってくださ
い。

八幡浜保健所
生活衛生課
0894-22-4111

八幡浜保健所
環境保全課
0894-22-4111
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地番修正も行う世
帯・会社への補足
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136

自動車リサイク
ル法に係る解体
業又は破砕業の
許可

不要

許可証の住所は、変
更前のままでも問題
ありません。ただ
し、新住所の許可証
に変更を希望される
場合には、通常の変
更手続きを行ってく
ださい。

137
浄化槽設置の届
出

不要

138
浄化槽保守点検
業者の登録

不要

登録の住所は、変更
前のままでも問題あ
りません。ただし、
新住所の登録に変更
を希望される場合に
は、通常の変更手続
きを行ってくださ
い。

139
フロン排出抑制
法

不要

登録の住所は変更前
のままでも問題あり
ません。ただし、登
録通知書を新住所に
変更を希望される場
合には、通常の届出
を行ってください。

140
中小企業等協同
組合役員変更届
出

必要

役員の住所の変更が
あった場合に、愛媛
県中小企業団体中央
会を経由して南予地
方局長（受付：八幡
浜支局商工観光室）
あて届出が必要で
す。

届出書、変更した
事項を記載した書
面

変更した日から２
週間以内に届出を
行ってください。

八幡浜支局
商工観光室
0894-22-4111

141
住宅宿泊事業の
届出

必要

届出受理後に届出住
宅の住所が変わる場
合は、届出事項変更
届出書（第２号様
式）により、その旨
を愛媛県知事あてに
届け出る必要があり
ます。（提出先及び
受付：愛媛県観光国
際課）

届出事項変更届出
書（第２号様式）

変更があったとき
はその日から30日
以内に手続きを
行ってください。

愛媛県観光国際課
089-912-2491
八幡浜支局商工観光室
0894-22-4111

142 貸金業変更登録 必要

登記簿上の本店所在
地又は営業所（事務
所）の所在地に変更
があった場合に、南
予地方局長（受付：
八幡浜支局商工観光
室）あて届出が必要
です。

○本店の所在地変
更
貸金業変更届出書
（第５号様式）、
登録申請書（第２
面）、登記事項証
明書
○営業所（事務
所）の所在地変更
貸金業変更届出書
（第５号様式）、
登録申請書（第４
面）、所在地を証
する書面又は写
し、代理店契約書
（代理店に係る変
更があった場合）

〇登記簿上の本店
所在地の変更を行
う場合は、変更か
ら２週間以内に届
出を行ってくださ
い。
〇営業所（事務
所）の所在地の変
更を行う場合は、
事前に届出を行っ
てください。

愛媛県経営支援課
089-912-2481
八幡浜支局商工観光室
0894-22-4111

143
海岸保全区域の
占用許可

不要

許可書の住所は変更
前のままでも問題あ
りません。ただし、
許可書を新住所に変
更を希望される場合
には、通常の変更届
を行ってください。

八幡浜支局
農村整備第一課
0894-22-4111

144
林業種苗法に基
づく生産事業者
登録証

必要
登録証及び書替交付
申請書を提出してく
ださい。

登録証の記載事項
に変更を生じた日
から３０日以内に
手続きを行ってく
ださい。

145
林業種苗法に基
づく配布事業者
の変更届

必要
配布事業者変更届出
書を提出してくださ
い。

届出事項に変更を
生じた日から３０
日以内に手続きを
行ってください。

146
森林保険の保険
証書

必要

変更期限の設定はな
いので、契約してい
る森林に損害が発生
し、保険金の支払手
続きを行う時点での
変更で支障ありませ
ん。県森連又は八西
森林組合に問合せの
うえ、変更手続きを
行ってください。

愛媛県
森林組合連合会
089-941-0164

八西森林組合
0894-22-0496

八幡浜保健所
環境保全課
0894-22-4111

八幡浜支局
森林林業課
0894-22-2031
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手続の
要否

手続の方法 必要書類 期限
地番修正も行う世
帯・会社への補足
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147 狩猟免状 必要

狩猟免状の住所は、
新住所に移行後、遅
滞なく住所変更の手
続きを行ってくださ
い。

期限はありません
が、お早めに手続
きを行ってくださ
い。（鳥獣保護及
び狩猟の適正化に
関する法律第４６
条第２項）

八幡浜支局
森林林業課
0894-22-2031

148
動物用医薬品販
売業許可

不要

許可証の住所は地番
変更前のままで問題
ありません。ただ
し、許可証を新住所
に書換えを希望され
る場合は、市長によ
る変更の証明書を添
付のうえ、書換え交
付申請を行ってくだ
さい。

南予家畜保健衛生所
0894-22-0328

149 家畜商の登録 不要

登録等の住所は地番
変更前のままでも問
題ありません。ただ
し、登録等を新住所
に変更を希望される
場合には、通常の変
更申請を行ってくだ
さい。

150 家畜商免許 不要

登録等の住所は地番
変更前のままでも問
題ありません。ただ
し、登録等を新住所
に変更を希望される
場合には、通常の変
更申請を行ってくだ
さい。

151
飼料製造業者等
届出

必要

変更を生じた日から
１ヶ月以内に「届出
事項変更届」を提出
してください。

届出事項変更届
変更が生じた日か
ら1ヶ月以内

152
建設業許可事項
の変更

事業者の基本情
報

必要

所定の変更届出書を
提出してください。
（変更届出書：様式
第22号の2）

登記事項証明書 30日以内

153 道路占用許可 不要

許可書の住所は従来
のままで問題ありま
せん。
ただし、許可書を新
住所に変更を希望さ
れる場合は、通常の
住所変更手続きが必
要です。

154 河川占用許可 不要

許可書の住所は従来
のままで問題ありま
せん。
ただし、許可書を新
住所に変更を希望さ
れる場合は、通常の
住所変更手続きが必
要です。

155
港湾施設占用許
可

不要

許可書の住所は従来
のままで問題ありま
せん。
ただし、許可書を新
住所に変更を希望さ
れる場合は、通常の
住所変更手続きが必
要です。

156
港湾水域占用許
可

不要

許可書の住所は従来
のままで問題ありま
せん。
ただし、許可書を新
住所に変更を希望さ
れる場合は、通常の
住所変更手続きが必
要です。

157
海岸保全区域行
為許可

不要

許可書の住所は従来
のままで問題ありま
せん。
ただし、許可書を新
住所に変更を希望さ
れる場合は、通常の
住所変更手続きが必
要です。

158 普通海域占用 不要

許可書の住所は従来
のままで問題ありま
せん。
ただし、許可書を新
住所に変更を希望さ
れる場合は、通常の
住所変更手続きが必
要です。

南予家畜保健衛生所
0894-22-0328

八幡浜土木事務所
管理課
0894-22-4111
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159
急傾斜地崩壊危
険区域行為許可

不要

許可書の住所は従来
のままで問題ありま
せん。
ただし、許可書を新
住所に変更を希望さ
れる場合は、通常の
住所変更手続きが必
要です。

160
地すべり防止区
域内行為許可

不要

許可書の住所は従来
のままで問題ありま
せん。
ただし、許可書を新
住所に変更を希望さ
れる場合は、通常の
住所変更手続きが必
要です。

161
砂防設備占用許
可

不要

許可書の住所は従来
のままで問題ありま
せん。
ただし、許可書を新
住所に変更を希望さ
れる場合は、通常の
住所変更手続きが必
要です。

162
砂防指定地内行
為許可

不要

許可書の住所は従来
のままで問題ありま
せん。
ただし、許可書を新
住所に変更を希望さ
れる場合は、通常の
住所変更手続きが必
要です。

163
土石の採取又は
制限行為等許可

不要

許可書の住所は従来
のままで問題ありま
せん。
ただし、許可書を新
住所に変更を希望さ
れる場合は、通常の
住所変更手続きが必
要です。

164
口座振替申込書
兼債権者登録
（変更）票

必要
債権者登録を行った
県の機関に申し出て
ください。

期限はありません
が、県からの支払
等がある場合は、
お早めに手続きを
行ってください。

南予地方局
出納室
0895-28-6149

No 大項目 小項目
手続の
要否

手続の方法 必要書類 期限
地番修正も行う世
帯・会社への補足

問い合わせ先

165 運転免許証 住所

不要
（手続
きをす
ること
は可
能）

手続は不要です。た
だし、変更を希望さ
れる方は、免許証の
裏書対応であれば費
用はかかりません。

運転免許証
住民票または
住所変更証明書

期限はありませ
ん。

手続の方法は左記
と同じ。

166 運転免許証 本籍

不要
（手続
きをす
ること
は可
能）

手続は不要です。た
だし、変更を希望さ
れる方は、免許証の
裏書対応であれば費
用はかかりません。

運転免許証
本籍の記載した住
民票または
本籍変更の証明書

期限はありませ
ん。

手続の方法は左記
と同じ。

167
風俗営業許可証
（管理者証、営
業許可証）

住所 必要

書換え申請が必要と
なります。ただし、
住所変更証明書を持
参していただけれ
ば、手数料は不要で
す。

管理者証
営業許可証
住所変更証明書

期限はありませ
ん。

手続の方法は左記
と同じ。

168
猟銃、空気銃所
持許可証等

住所 必要
期限はありませ
ん。

手続の方法は左記
と同じ。

169
猟銃、空気銃所
持許可証等

本籍 必要
期限はありませ
ん。

手続の方法は左記
と同じ。

170 古物営業許可証 住所 必要

書換え申請が必要と
なります。ただし、
住所変更証明書を持
参していただけれ
ば、手数料は不要で
す。

古物営上許可証
住所変更証明書

期限はありませ
ん。

手続の方法は左記
と同じ。

171 質屋営業許可証 住所 必要

書換え申請が必要と
なります。ただし、
住所変更証明書を持
参していただけれ
ば、手数料は不要で
す。

質屋営業許可証
住所変更証明書

期限はありませ
ん。

手続の方法は左記
と同じ。

172

警備業関係
（認定証、合格
証明書、各種資
格者証）

住所 必要

書換え申請が必要と
なります。ただし、
住所変更証明書を持
参していただけれ
ば、手数料は不要で
す。

認定書又は合格証
明書又は各種資格
証明証
住所変更証明書

期限はありませ
ん。

手続の方法は左記
と同じ。

173 不動産登記簿
土地登記簿・建
物登記簿の表題
部の所在

不要
法務局が変更登記を
行います。

所持許可証、講習修
了証明書、火薬類譲
受許可証等は書換え
申請が必要です。住
所変更証明書があれ
ば手数料は不要で
す。

猟銃、空気銃所持
許可証等
住所変更証明書
本籍変更の証明書

松山地方法務局
大洲支局
0893-50-5055

八幡浜土木事務所
管理課
0894-22-4111

八幡浜土木事務所
管理課
0894-22-4111

八幡浜警察署
生活安全課
0894-22-0110

その他の機関関係

八幡浜警察署交通課
0894-22-0110
運転免許センター
(警察本部代表）
089-934-0110
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手続の
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地番修正も行う世
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174 不動産登記簿
土地登記簿・建
物登記簿の所有
者の住所

不要

住所変更の必要はあ
りませんが、変更を
希望する場合は、変
更証明書を添付し手
続きを行うことは可
能です。

175 商業登記
本店・支店の所
在地

必要
（みな
し規定
の場合
は必要
なし）

行政区画等の変更
は、商業登記法第２
６条のみなし規定が
適用されますが、変
更手続きをする場合
は、変更証明書を添
付し手続きを行うこ
ととなります。

松山地方法務局
法人登記部門
089-932-0888

176 商業登記 役員の住所

必要
（みな
し規定
の場合
は必要
なし）

行政区画等の変更
は、商業登記法第２
６条のみなし規定が
適用されますが、変
更手続きをする場合
は、変更証明書を添
付し手続きを行うこ
ととなります。

松山地方法務局
法人登記部門
089-932-0888

177 自動車検査証

普通自動車及び
二輪の小型自動
車の各使用者・
所有者

不要

住所変更の必要はあ
りません。変更を希
望する場合は、手続
きを行うことは可能
です。手続きを行う
際の必要書類等につ
いてはお問い合わせ
ください。

住所の地番が変更
となった場合は手
続きが必要ですの
でお問い合わせく
ださい。

178
軽自動車届出済
証

二輪の軽自動車
（軽二輪）の各
使用者・所有者

不要

住所変更の必要はあ
りません。変更を希
望する場合は、手続
きを行うことは可能
です。手続きを行う
際の必要書類等につ
いてはお問い合わせ
ください。

住所の地番が変更
となった場合は手
続きが必要ですの
でお問い合わせく
ださい。

179 自動車検査証
軽自動車（四
輪・三輪）の使
用者・所有者

不要

住所変更の必要はあ
りません。変更を希
望する場合には、手
続きを行う事は可能
です。手続きに必要
な書類等については
お問い合わせくださ
い。

自動車検査証
市の発行した変更
証明書

住所の地番が変更
になった場合は手
続きが必要ですの
でお問い合わせく
ださい。

軽自動車検査協会愛媛
事務所
松山市南高井町1414-2
050-3816-3124

180 NHK受信料 不要

手続の必要はありま
せん。ただし場合に
よっては、ＮＨＫか
ら問い合わせの連絡
があります。

NHK

181 電気使用者 不要
手続の必要はありま
せん。

電力会社

182 銀行通帳等

各金融
機関に
お問い
合わせ
くださ
い。

預金の出し入れは手
続きなしでも可能な
場合があります。
ただし、銀行と新た
な取引を行う際は変
更の手続きが必要で
す。
詳細は各金融機関に
お問い合わせくださ
い。

各金融機関

183 郵便物 不要

住所変更の手続の必
要はありません。
旧住所で郵便物が到
着しても当分の間は
届きます。

八幡浜郵便局郵便部
0570-943-164

184
労働安全衛生関
係

労働安全衛生法
による免許証

不要
住所（本籍）の変更
の手続きは必要あり
ません。

八幡浜労働基準
監督署
0894-22-1750

185
労働安全衛生関
係

労働安全衛生法
による
技能講習・特別
教育修了証

各種講
習の実
施機関
にお問
い合わ
せくだ
さい。

各種講習の実施機関
にお問い合わせくだ
さい。

各種講習の実施機
関にお問い合わせ
ください。

各種講習の実施機
関にお問い合わせ
ください。

各種講習の
実施機関

186
労働安全衛生関
係

ボイラー・ク
レーン等の各種
機械の検査証

不要
所在地の変更の手続
きは必要ありませ
ん。

八幡浜労働基準
監督署
0894-22-1750

187
労働安全衛生関
係

労働安全衛生法
による健康管理
手帳

必要

健康管理手帳書換申
請書に交付済みの健
康管理手帳及び住民
票を添えて愛媛労働
局健康安全課に提出
してください。

健康管理手帳書換
申請書、交付済み
の健康管理手帳、
住民票

変更後速やかに
愛媛労働局
健康安全課
089-935-5204

四国運輸局
愛媛運輸支局
松山市森松町1070
050-5540-2076

※自動音声案内の際に
「037」を押せば
オペレーターに
繋がります。

松山地方法務局
大洲支局
0893-50-5055
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手続の
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地番修正も行う世
帯・会社への補足
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188 労働保険関係
労働保険適用事
業場の所在地

必要

労働保険名称・所在
地等変更届を八幡浜
労働基準監督署へ提
出してください。

労働保険名称・所
在地等変更届

変更が生じた日の
翌日から起算して
１０日以内

189 労働保険関係

労災保険給付
（療養費、休業
補償等）受給者
の住所

不要
住所（本籍）の変更
の手続きは必要あり
ません。

190 労働保険関係
労災保険年金受
給者の住所

必要

年金たる保険給付の
受給権者の住所・氏
名変更届を八幡浜労
働基準監督署へ提出
してください。

年金たる保険給付
の受給権者の住
所・氏名変更届

変更後速やかに

191 労働保険関係
アフターケアの
健康管理手帳

必要

健康管理手帳再交付
申請書に交付済みの
健康管理手帳及び住
民票を添えて八幡浜
労働基準監督署へ提
出してください。

健康管理手帳再交
付申請書、交付済
みの健康管理手
帳、住民票

変更後速やかに
八幡浜労働基準
監督署
0894-22-1750

No

1

2

3

4

5

No 対象者 問い合わせ先 電話 FAX

1 住民の方 市民課市民係 0894-22-3112 0894-22-5980

2 会社(事務所）　 農林課国土調査係 0894-21-0415 0894-24-6180

3 土地所有者等 農林課国土調査係 0894-21-0415 0894-24-6180字名変更証明書が必要な方

※この手続き内容のほか、地番整理事業内容は市のＨＰでも掲載していますの
で、ご確認ください。

証明書について
　住所変更証明書、所在証明書は新大字の施行後に対象の住民世帯・会社（事務所）へ郵送します。住所変更証明書、所在証明書の再発行又は字名変更証明
書の交付が必要な方は、下記問い合わせ先までお問い合わせください。なお、手続きが住所変更証明書で対応できず住民票が必要な場合は、市民課市民係ま
でご連絡ください。

地番に対応する大字名の新旧対照表は公表されるか？ ホームページで公表しています。

企業の封筒など印刷物の住所の変更はどうすべきか？ 印刷物の更新のタイミングで、新住所への対応をお願いします。

郵便番号は変更されるのか？ 郵便番号簿に記載されている名称で、大字名に対応する番号の使用が可能です。

郵便物は旧住所で届くのか？ 当分の間は旧住所の表記でも配達されます。

住所変更によって今までの自治会活動も変更となるのか？
住所変更で今まで活動していた自治会を変更する必要はありません。市は、住民の
皆様が所属している自治会を今回の住所変更で変更することを求めてはいません。

よくある問い合わせ内容
質問事項

証明書の内容

住所変更証明書の再発行が必要な方

会社の所在証明書の再発行が必要な方

回答

八幡浜労働基準
監督署
0894-22-1750

【作成】 

〒796-8501 八幡浜市北浜一丁目１番１号 

八幡浜市役所産業建設部農林課 

国土調査係（地番整理担当） 

電話：0894-21-0415 

FAX：0894-24-6180 
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